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第一部 【企業情報】
　

第１ 【企業の概況】
　

１ 【主要な経営指標等の推移】
　

回次
第130期

中間連結会計期間
第131期

中間連結会計期間
第130期

会計期間
自 2023年４月１日

至 2023年９月30日

自 2024年４月１日

至 2024年９月30日

自 2023年４月１日

至 2024年３月31日

売上高 （百万円） 9,496 10,136 18,954

経常利益又は経常損失(△) （百万円） △363 227 △460

親会社株主に帰属する中間純利益又は
親会社株主に帰属する中間(当期)純損失
(△)

（百万円） △460 165 △497

中間包括利益又は包括利益 （百万円） △169 280 △150

純資産額 （百万円） 14,201 14,459 14,207

総資産額 （百万円） 35,214 32,470 33,042

１株当たり中間純利益金額又は
１株当たり中間(当期)純損失金額(△)

（円） △14.88 5.34 △16.05

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 37.8 41.6 40.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 314 7 53

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △149 △56 △321

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 679 △151 △761

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

（百万円） 5,306 3,251 3,428
 

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

 
２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

EDINET提出書類

神東塗料株式会社(E00895)

半期報告書

 2/20



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。

 
継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、前連結会計年度において原材料価格高騰等の影響の売価是正や生産合理化等が一部にとどま

り、営業損失479百万円、経常損失460百万円、及び親会社株主に帰属する当期純損失497百万円と３期連続して損

失を計上いたしました。当中間連結会計期間におきましては、引き続き原材料価格高騰等の影響を受けたものの

売価是正等が寄与した結果、営業利益76百万円、経常利益227百万円、及び親会社株主に帰属する中間純利益165

百万円を計上いたしましたが、依然として借入金残高が5,628百万円と高水準となっております。

また、「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項　（中間連結貸借対照表関係）　２　偶発債

務」に記載のとおり、当社において本件不適切行為が判明しており、今後の訴訟およびお客様等との協議等の結

果によっては、本件不適切行為に係る補償費用が新たに発生する可能性があります。これらにより、当社の連結

業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積ることが困難なものについては、

中間連結財務諸表に反映しておりません。

これらの事象により、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。

このような状況に対し、当社は、生産合理化等を推進し、固定費の削減を進めております。

また、本件不適切行為に関しては、お客様に対しては、謝罪とともに事案の内容及び当該製品の品質が担保さ

れていることについて順次個別にご説明し、ご指導に従い適切に対応しております。

更に、財務面では、2024年３月29日付で、財務制限条項の変更契約を締結しており、引き続き金融機関の支援

を得られる見通しです。

以上の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
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２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)　財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調が続いている一

方、ウクライナおよび中東情勢の地政学的なリスクの長期化、資源価格や原材料価格の高騰、世界的な金融引締

めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクがあり、依然として先

行き不透明な状況が続いております。

 
当社グループにおきましては、こうした経済状況の中で製品価格の改定等による収益力の向上と品質管理体制

の強化・向上を目指して取り組んでまいりました。

当中間連結会計期間における各分野の売上高は、以下のとおりであります。

インダストリアル分野の売上高は、粉体塗料分野において電気機器向け塗料の出荷が好調だったこと、およ

び、工業用電着塗料分野において建材向け塗料の出荷が好調であったことから分野全体で増加いたしました。

インフラ分野の売上高は、建築塗料、防食塗料分野において、汎用品の低調が継続し分野全体としては前年を

下回ったこと、および、道路施設用塗料分野において、工事件数減少の影響で需要が減少したことなどの減少要

因がありましたが、子会社の工事売上が好調に推移したことから、分野全体で増加いたしました。

自動車用塗料分野は、自動車メーカーの認証不正問題の影響による生産量の減少が影響し、出荷が減少したこ

とから売上高は減少いたしました。

その他塗料分野は、主に、軌道材料製品分野において、道床安定剤の出荷が好調に推移しましたが、分野全体

の売上高としては、ほぼ横ばいとなりました。

この結果、売上高は10,136百万円（前中間連結会計期間比6.7％増）となりました。損益面では、原材料価格

の高止まりなどからコスト上昇圧力が続いているものの、前連結会計年度に実施した販売価格の改定が寄与した

結果、営業利益は76百万円（前中間連結会計期間は営業損失389百万円）、経常利益は227百万円（前中間連結会

計期間は経常損失363百万円）、親会社株主に帰属する中間純利益は、165百万円（前中間連結会計期間は親会社

株主に帰属する中間純損失460百万円）となりました。

 
　当社グループの当中間連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ

現金及び預金が176百万円、受取手形が212百万円および電子記録債権が173百万円減少したこと等により、

32,470百万円（前連結会計年度末比572百万円減）となりました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ短期借入金が464百万円増加し、支払手形及び買掛金が147百万円、電子記録

債務が364百万円および長期借入金が584百万円減少したこと等により、18,010百万円（前連結会計年度末比823

百万円減）となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が165百万円および為替換算調整勘定が135百万円増加したこと

等により、14,459百万円（前連結会計年度末比251百万円増）となりました。
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　(2)　キャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、3,251百万円（前中間連結会計期間比2,054百万円減）と

なりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは7百万円の収入（前中間連結会計期間は314百万円の収入）となりまし

た。その主な要因は、税金等調整前中間純利益296百万円、減価償却費287百万円、売上債権の減少による収入

246百万円および仕入債務の減少による支出611百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは56百万円の支出（前中間連結会計期間は149百万円の支出）となりまし

た。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出228百万円および投資有価証券の売却による収入175百万円

等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは151百万円の支出（前中間連結会計期間は679百万円の収入）となりまし

た。その主な要因は、短期借入れによる収入800百万円および長期借入金の返済による支出960百万円等によるも

のであります。

 
(3)　経営方針、経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありま

せん。

 
(4)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社には、「第２　事業の状況　１　事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させるような事象が存在しております。

当社は、このような事象を解消するために、「１ 事業等のリスク」に記載の損益及び財務面の改善に取り組

んでおります。

　

(5)　研究開発活動

当中間連結会計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は63百万円であります。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 112,000,000

計 112,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2024年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2024年11月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,000,000 31,000,000
東京証券取引所

（スタンダード市場）
単元株式数は100株であります。

計 31,000,000 31,000,000 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2024年９月30日 ─ 31,000 ─ 2,255 ─ 585
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(5) 【大株主の状況】

2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

住友化学㈱
東京都中央区日本橋二丁目７番１号
東京日本橋タワー

13,989 45.16

神東塗料取引先持株会 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 1,543 4.98

中　島　和　信 東京都国分寺市 818 2.64

神東塗料社員持株会 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 503 1.62

高　石　文　夫 東京都江戸川区 501 1.62

和　賀　賢　太　郎 東京都中野区 490 1.58

阪　本　重　治 山梨県甲府市 439 1.42

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(信託口)

東京都港区赤坂一丁目８番１号
赤坂インターシティAIR

414 1.34

酒　井　一 愛知県春日井市 404 1.31

宮　原　宏　治 三重県北牟婁郡紀北町 282 0.91

計 － 19,383 62.58
 

(注)　上記の所有株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)414千株の所有株式は信託業務に係るもの

であります。

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）  

－ －
　普通株式 22,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 30,969,300 309,693 －

単元未満株式 普通株式 7,800 － －

発行済株式総数  31,000,000 － －

総株主の議決権  － 309,693 －
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には証券保管振替機構名義の普通株式が6,000株含まれておりま

す。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る普通株式の議決権が60個含まれており

ます。

 

② 【自己株式等】

2024年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）
神東塗料株式会社

兵庫県尼崎市南塚口町
六丁目10番73号

22,900 － 22,900 0.07

計 － 22,900 － 22,900 0.07
 

　

２ 【役員の状況】
　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第

28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規

則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年

９月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により期中レビューを受けており

ます。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,461 3,284

  受取手形 ※１  884 671

  電子記録債権 ※１  1,625 1,451

  売掛金 3,904 4,052

  商品及び製品 2,107 2,068

  原材料及び貯蔵品 956 950

  その他 257 214

  貸倒引当金 △14 △16

  流動資産合計 13,183 12,678

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,875 1,881

   機械装置及び運搬具（純額） 902 901

   工具、器具及び備品（純額） 250 259

   土地 13,890 13,897

   建設仮勘定 5 22

   有形固定資産合計 16,924 16,962

  無形固定資産 165 148

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,594 2,534

   繰延税金資産 17 15

   その他 157 129

   貸倒引当金 △0 －

   投資その他の資産合計 2,768 2,680

  固定資産合計 19,858 19,791

 資産合計 33,042 32,470
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※１  4,265 4,118

  電子記録債務 ※１  1,503 1,139

  短期借入金 2,635 3,099

  未払法人税等 69 89

  賞与引当金 210 206

  役員賞与引当金 － 1

  未払費用 66 62

  品質不適切行為関連費用引当金 229 219

  その他 871 720

  流動負債合計 9,850 9,656

 固定負債   

  長期借入金 3,113 2,528

  再評価に係る繰延税金負債 3,828 3,828

  役員退職慰労引当金 10 11

  退職給付に係る負債 1,221 1,213

  繰延税金負債 68 35

  その他 741 737

  固定負債合計 8,983 8,354

 負債合計 18,834 18,010

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,255 2,255

  資本剰余金 585 585

  利益剰余金 1,220 1,385

  自己株式 △4 △4

  株主資本合計 4,056 4,221

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 182 109

  土地再評価差額金 8,690 8,690

  為替換算調整勘定 357 493

  退職給付に係る調整累計額 △12 △11

  その他の包括利益累計額合計 9,217 9,281

 非支配株主持分 933 955

 純資産合計 14,207 14,459

負債純資産合計 33,042 32,470
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(2) 【中間連結損益及び包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

売上高 9,496 10,136

売上原価 8,105 8,347

売上総利益 1,391 1,789

販売費及び一般管理費   

 発送費 250 232

 広告宣伝費及び販売促進費 26 35

 従業員給料及び手当 446 441

 賞与引当金繰入額 89 91

 退職給付費用 38 39

 減価償却費 64 58

 試験研究費 76 63

 その他 787 750

 販売費及び一般管理費合計 1,780 1,713

営業利益又は営業損失（△） △389 76

営業外収益   

 受取利息 0 1

 受取配当金 13 13

 受取賃貸料 6 8

 持分法による投資利益 164 149

 その他 8 10

 営業外収益合計 193 184

営業外費用   

 支払利息 19 28

 支払手数料 132 2

 その他 15 2

 営業外費用合計 167 32

経常利益又は経常損失（△） △363 227

特別利益   

 固定資産売却益 － 0

 投資有価証券売却益 － 71

 特別利益合計 － 71

特別損失   

 固定資産除却損 1 3

 品質不適切行為関連費用 8 －

 特別損失合計 9 3

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

△373 296

法人税等 57 79

中間純利益又は中間純損失（△） △431 216

（内訳）   

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に
帰属する中間純損失（△）

△460 165

非支配株主に帰属する中間純利益 29 50
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           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 18 △72

 為替換算調整勘定 92 47

 退職給付に係る調整額 2 1

 持分法適用会社に対する持分相当額 148 88

 その他の包括利益合計 261 64

中間包括利益 △169 280

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 △207 229

 非支配株主に係る中間包括利益 37 50
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
　至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失（△）

△373 296

 減価償却費 306 287

 
品質不適切行為関連費用引当金の増減額
（△は減少）

△22 △10

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 1

 賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △3

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 1

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △18 △6

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 0

 受取利息及び受取配当金 △14 △14

 支払利息 19 28

 支払手数料 132 2

 為替差損益（△は益） 4 △3

 持分法による投資損益（△は益） △164 △149

 有形固定資産売却損益（△は益） － △0

 投資有価証券売却損益（△は益） － △71

 有形固定資産除却損 1 3

 売上債権の増減額（△は増加） △424 246

 棚卸資産の増減額（△は増加） 80 54

 仕入債務の増減額（△は減少） 637 △611

 未払消費税等の増減額（△は減少） 59 △38

 その他 44 △79

 小計 267 △65

 利息及び配当金の受取額 89 135

 利息の支払額 △18 △29

 法人税等の支払額 △23 △33

 営業活動によるキャッシュ・フロー 314 7

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △110 △228

 有形固定資産の売却による収入 － 0

 投資有価証券の売却による収入 － 175

 無形固定資産の取得による支出 △43 △13

 長期貸付けによる支出 △0 △0

 長期貸付金の回収による収入 0 0

 資産除去債務の履行による支出 △1 －

 その他 6 11

 投資活動によるキャッシュ・フロー △149 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 100 800

 長期借入れによる収入 1,369 37

 長期借入金の返済による支出 △761 △960

 配当金の支払額 △0 △0

 非支配株主への配当金の支払額 △28 △28

 財務活動によるキャッシュ・フロー 679 △151

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 865 △176

現金及び現金同等物の期首残高 4,440 3,428

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  5,306 ※１  3,251
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用して

おります。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後

の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の

中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。

 
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　（税金費用の計算）

税金費用については、「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」第18項の規定により、「中間財務諸表等に

おける税効果会計に関する適用指針」第15項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算しております。

　

 (追加情報)

　 （財務制限条項）

当社が2024年３月29日に締結したシンジケートローンによるタームローン契約の財務制限条項に係る変更契約に

は、以下の財務制限条項が付されております。

・2025年３月期末日における連結及び単体の損益計算書に記載される営業損益、経常損益及び税金等調整前当期

純損益を全て損失としないこと。

シンジケートローンによるタームローン契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

 
 前連結会計年度
(2024年３月31日)

 当中間連結会計期間
 (2024年９月30日)

借入金残高 4,363百万円 3,738百万円
 

 
(中間連結貸借対照表関係)

※１ 中間連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しておりま

す。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前連結会計年度末残高に

含まれております。

 

 
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

受取手形 150百万円 ―百万円

電子記録債権 224百万円 ―百万円

支払手形 3百万円 ―百万円

電子記録債務 435百万円 ―百万円
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２　偶発債務

当社において、公益社団法人日本水道協会の認証規格（JWWA K139）とは異なる条件で得られた試験結果により認

証を取得した製品、2008年のJWWA K139規格改訂（使用可能な原料を指定）の際、使用されていた原料の報告を怠っ

たことにより指定外原料を使用する状態となった製品、同改訂後に指定外原料を使用して認証登録した製品、日本

産業規格への適合性の認証に関する省令に定める基準を満たしておらずJIS認証の取り消し及び一時停止の通知を受

けた製品、及びその他不適切行為が認められた製品が確認されました（以下、「本件不適切行為」といいま

す。）。

公益社団法人日本水道協会の認証規格とは異なる試験条件で得られた結果により認証を取得した製品及び指定外

原料を使用した製品につきましては、2023年３月31日付で認証登録の取消の措置を受けておりますが、同日以前に

販売したものは、いずれも省令で定める衛生性が確認されております。また、JIS認証の取消及び一時停止の通知を

受けた製品及びその他不適切行為が認められた製品はいずれも塗料性能への影響はないと考えております。そのう

えで、お客様に対しては、謝罪とともに、事案の内容及び当該製品の品質が担保されていることについて順次個別

にご説明し、ご指導に従い適切に対応しております。なお、2023年５月18日付で株式会社ハズから本件不適切行為

に係る損害として総額670百万円の賠償を求める訴訟の提起を受けており、訴状を2023年６月５日に受領しておりま

す。訴訟に関しては弁護士とも協議のうえ対応してまいります。

現時点で合理的に見積ることが可能な本件不適切行為に係る補償費用については中間連結財務諸表に反映してお

りますが、今後の訴訟およびお客様等との協議等の結果によっては新たな補償費用が発生する可能性があります。

以上のことは当社の今後の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積る

ことが困難なものについては、中間連結財務諸表に反映しておりません。

 
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。　

 
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
 至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
 至 2024年９月30日)

現金及び預金勘定 5,339百万円 3,284百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △33百万円 △33百万円

現金及び現金同等物 5,306百万円 3,251百万円
 

 
(株主資本等関係)

前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）

１ 配当金支払額

無配のため、該当する事項はありません。

 
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 
当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

１ 配当金支払額

無配のため、該当する事項はありません。

 
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社グループの報告セグメントは「塗料事業」のみであるため、記載を省略しております。

 
当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当社グループの報告セグメントは「塗料事業」のみであるため、記載を省略しております。

 
(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

（単位：百万円）

 売上高

塗料事業

インダストリアル分野

インフラ分野

自動車用塗料分野

その他塗料分野

3,175

3,904

1,933

450

化成品事業 33

顧客との契約から生じる収益 9,496

その他の収益 －

外部顧客への売上高 9,496
 

 
当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

（単位：百万円）

 売上高

塗料事業

インダストリアル分野

インフラ分野

自動車用塗料分野

その他塗料分野

3,334

4,573

1,784

448

化成品事業 31

顧客との契約から生じる収益 10,136

その他の収益 －

外部顧客への売上高 10,136
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
 至 2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
 至 2024年９月30日)

１株当たり中間純利益金額又は
１株当たり中間純損失金額(△)

△14.88円 5.34円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会
社株主に帰属する中間純損失金額(△)(百万円)

△460 165

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利
益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金
額(△)(百万円)

△460 165

普通株式の期中平均株式数(千株) 30,977 30,977
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

重要な訴訟事件等

当社は、2023年５月18日付で株式会社ハズから本件不適切行為に基づく損害賠償670百万円の支払いを求める訴

訟を提起され、当該訴訟に係る訴状を2023年６月５日に受領しております。

詳細につきましては、「第４　経理の状況　1　中間連結財務諸表　注記事項（中間連結貸借対照表関係）２　

偶発債務」に記載のとおりであります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2024年11月７日

神東塗料株式会社

取締役会  御中

 

有限責任　あずさ監査法人
 

大阪事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 俣　　野　　広　　行  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　村　　美　　樹  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている神東塗料株式会

社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日

まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、神東塗料株式会社及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

 
強調事項

【注記事項】（中間連結貸借対照表関係）２　偶発債務に記載されているとおり、会社で判明した不適切行為につい

て、今後の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失の発生等により会社の連結業績に影響を及ぼす可能性

があるが、現時点でその影響額を合理的に見積ることが困難なものについては中間連結財務諸表には反映していない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以  上

 
 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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